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【本計画における法令等名称の通称について】 

正式名 通称 

高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の
円滑化の促進に関する法律 

交通バリアフリー法 

高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の
建築の促進に関する法律 

ハートビル法 

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 バリアフリー新法 

日野市ユニバーサルデザイン推進条例 ＵＤ推進条例 

日野市ユニバーサルデザインまちづくり推進計画 ＵＤ推進計画 

日野市交通バリアフリー基本構想 旧基本構想 

第二次日野市バリアフリー基本構想 第二次基本構想 

 

※）移動等円滑化基準 

・高齢者、障害者等の自立した日常生活及び社会生活を確保することを目

的とする「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」（平

成 18 年法律第 91 号）に基づき、公共交通機関、道路、路外駐車場、公

園施設、建築物において円滑に移動ができるように定めた構造・設備な

どの基準のこと。 

 


